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広報
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７
平成25年

No.945

早く！高く！遠く！小学校陸上記録会

《主な内容》
◎第23回参議院議員通常選挙
◎平成24年度行政運営基礎調査の結
　果について（概要）
◎空き家等の適正管理に関する条例
　が制定されました

　５月29日㈬ 、高畠町小学校陸上記録会が町中央公園
陸上競技場を会場に開催されました。
　町内小学校の６学年児童が参加し、100m 走や走り高
跳び、ソフトボール投げなどの各競技に、日頃の練習の
成果を発揮し、みなさん全力で挑みました。
　写真は男子 80mハードル走の様子

人
　
口

計 24,997人
男 12,076人
女 12,921人

世帯数 7,523世帯
（６月１日現在）

【高畠町ホームページ】  http://www.town.takahata.yamagata.jp

®
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一．　　　　一．からだをきたえ温かい心を育て、生きがいのあるまちをつくります。高畠町町民憲章 一．自然と歴史を大切にし、調和のあるまちをつくります。高畠町町民憲章
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　　一．誇りと喜びをもって働き、活力のあるまちをつくります。高畠町町民憲章　　　　一．たがいに学び合い文化を高め、知性のあるまちをつくります。高畠町町民憲章

　

こ
の
調
査
は
、
本
町
が
実
施
し
て
い
る

ま
ち
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
（
施
策
）
が

ど
の
程
度
成
果
を
上
げ
て
い
る
の
か
を
測

る
方
法
（
行
政
評
価
）
の
ひ
と
つ
と
し
て

実
施
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
行
政
評
価
」
と
は
、「
町

民
の
視
点
に
立
っ
た
成
果
重
視
の
行
政
の

実
現
」
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
実
施
し

て
い
る
も
の
で
、
前
回
は
平
成
18
年
に
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

１
．
調
査
目
的

　

町
政
に
対
す
る
町
民
の
満
足
度
や
ニ
ー

ズ
（
必
要
・
要
求
・
需
要
）
を
把
握
し
、

現
在
実
施
し
て
い
る
施
策
の
評
価
を
行
い

ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
行
っ
て
い
る
第
５
次
総
合

計
画
の
指
標
達
成
状
況
調
と
合
わ
せ
、
第

５
次
総
合
計
画
の
後
期
基
本
計
画
策
定
に

係
る
施
策
の
見
直
し
、
企
画
・
立
案
に
活

用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

２
．
対
象
者

　

高
畠
町
に
居
住
す
る
満
16
歳
以
上
の
男

女
２
、２
０
０
人（
対
象
年
齢
人
口
の
約
１
割
）

３
．
回
収
状
況

　

回
収
数
／
933
件　
　

回
収
率
／
42.4
％

４
．
調
査
方
法

　

調
査
票
の
配
布
お
よ
び
回
収
は
、
郵
送

に
よ
り
実
施
し
ま
し
た
。

５
．
調
査
内
容

⑴
行
政
施
策
ご
と
の
「
町
が
行
う
こ
と
の

　

重
要
度
」「
施
策
に
対
す
る
満
足
度
」

　

に
つ
い
て
の
設
問
（
31
問
）

⑵
町
長
選
挙
、
町
議
会
議
員
選
挙
の
平
日

　

投
票
に
関
す
る
設
問
（
１
問
）

⑶
町
に
対
す
る
意
見
、
要
望
、
提
言
等
（
自

　

由
記
載
）

⑷
回
答
者
に
関
す
る
事
項
（
居
住
地
域
、

　

性
別
、
年
齢
、
職
業
、
今
後
の
居
住
意
向
）

６
．
調
査
期
間

　

平
成
25
年
１
月
15
日
〜
１
月
31
日

７
．
数
値
の
算
出
方
法

　
「
重
要
度
」「
満
足
度
」
の
数
値
（
加
重

平
均
値
）
は
、
次
の
算
出
方
法
に
よ
り
求

め
ま
し
た
。

加
重
平
均
値
＝﹇（
回
答
番
号
×
回
答
者
数
）

の
合
計
﹈÷﹇
総
回
答
者
数
－
無
回
答
者
数
﹈

町
政
へ
の
満
足
度
は
？

平
成
24
年
度 

行
政
運
営
基
礎
調
査
結
果
（
概
要
）

▼
問
合
せ
先
／
町
企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

☎
52
１
１
１
２

重要度　上位 10位 満足度　上位 10 位
順位 設　問　内　容 平均値 順位 設　問　内　容 平均値

1 児童・生徒の育成 4.615 1 健康に暮らせる環境づくり 3.479 
2 防災 4.596 2 スポーツの振興 3.396 
3 交通安全対策 4.568 3 上下水道などの利用（整備事業）3.386 
4 健康に暮らせる環境づくり 4.544 4 行政情報の積極的な提供 3.383 
5 防犯対策 4.523 5 芸術文化の振興 3.368 
6 高齢者福祉の推進 4.510 6 児童福祉の推進 3.343 
7 児童福祉の推進 4.489 7 住宅 3.340 
8 上下水道などの利用（整備事業）4.441 8 地球にやさしいまちづくり 3.320 
9 健全な財政運営の取組 4.441 9 児童・生徒の育成 3.309 
10 良好な環境衛生の確保 4.406 10 高齢者福祉の推進 3.308 

重要度　下位 10位 満足度　下位 10 位
順位 設　問　内　容 平均値 順位 設　問　内　容 平均値

1 交流活動 3.895 1 商工業の振興 2.858 
2 男女共同参画社会の推進 3.903 2 公共交通機関や道路の整備 2.953 
3 芸術文化の振興 3.922 3 健全な財政運営の取組 2.996 
4 都市計画 3.980 4 都市計画 3.007 
5 情報通信基盤整備の推進 3.988 5 公立高畠病院の医療サービスの充実 3.019 
6 生涯学習の推進 4.001 6 農業振興 3.062 
7 開かれた議会づくり 4.033 7 開かれた議会づくり 3.130 
8 スポーツの振興 4.076 8 男女共同参画社会の推進 3.134 
9 ご意見や相談を受ける取組 4.108 9 観光事業の推進 3.143 
10 住宅 4.156 10 ご意見や相談を受ける取組 3.152 

　

町
民
の
み
な
さ
ま
よ
り
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
「
平
成
24
年
度
行
政
運
営

基
礎
調
査
」
の
集
計
が
完
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

ご
理
解
・
ご
協
力
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

１．重要度と満足度の結果はどうなった？（ランキング）
①重要度、満足度の各設問の平均値を求め、値の高いものから 10 問並べたもの（設問 /5点満点）

（※重要度上位８、９位は、平均値の少数点第４位まで算出した結果）

②重要度、満足度の各設問の平均値を求め、値の低いものから 10 問並べたもの（設問 /5点満点）

重要度上昇　上位 10位 満足度上昇　上位 10位
順位 設　問　内　容 順位 設　問　内　容
1 住宅 1 公立高畠病院の医療サービスの充実
2 地域づくりや人材育成 2 健全な財政運営の取組
3 交流活動 3 防犯対策
4 男女共同参画社会の推進 4 情報通信基盤整備の推進
5 情報通信基盤整備の推進 5 証明・届出などの窓口サービス
6 農業振興 6 商工業の振興
7 公共交通機関や道路の整備 7 児童福祉の推進
8 青少年の健全育成 8 住宅
9 ご意見や相談を受ける取組 9 健康に暮らせる環境づくり
10 観光事業の推進 10 上下水道などの利用（整備事業）

前
回
と
比
較
し
た
散
布
図
か
ら

１
．
前
回
調
査
（
平
成
18
年
）
に
比
べ
、
重

　

要
度
、
満
足
度
と
も
に
平
均
値
が
上
昇
す

　

る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

２
．
特
に
重
要
度
が
大
き
く
高
ま
っ
て
い
る

　

も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
行
政
へ
の
期
待
度

　

の
高
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。

※
重
要
度
が
下
が
っ
た
の
は
、「
公
立
高
畠

　

病
院
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」
と
「
良

　

好
な
環
境
衛
生
の
確
保
」
の
２
項
目
で
し

　

た
。

３
．
満
足
度
で
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
の
は

　
「
公
立
高
畠
病
院
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充

　

実
」
と
「
健
全
な
財
政
運
営
の
取
組
」
で
、

　

こ
れ
ら
は
、
前
回
に
比
べ
大
き
く
改
善
傾

　

向
に
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

４
．
満
足
度
の
下
位
１
〜
２
位
は
、「
商
工

　

業
の
振
興
」「
公
共
交
通
機
関
や
道
路
の

　

整
備
」
と
な
り
、
更
な
る
取
り
組
み
、
改

　

善
が
求
め
ら
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

５
．
満
足
度
の
上
位
は
、「
健
康
に
暮
ら
せ

　

る
環
境
」
や
青
少
年
・
児
童
に
関
わ
る
施

　

策
が
総
じ
て
高
い
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
の
振
興
に
お
い

　

て
は
、
重
要
度
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　

満
足
度
が
高
い
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。

２．前回と比較してどう変わったのか？

３
．
調
査
の
活
用
方
法

　

本
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
今
後
「
町
政
運
営
の
戦
略
立
案
」
を
行
う
た
め
の
重
要

な
デ
ー
タ
の
ひ
と
つ
と
す
る
と
と
も
に
、
町
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
、「
何
を
優
先

的
に
や
る
べ
き
か
」
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

前回の平均値と比較し、値が高くなったものから 10 問並べたもの
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高畠町町民憲章

①７月 19日㈮ 10 時～ 13 時 生涯学習館（定員20人）

②７月 19日㈮ 19 時～ 21 時 生涯学習館（定員20人）

③７月 26日㈮ 19 時～ 21 時 屋代地区公民館（定員15人）

④７月 27日㈯ 10 時～ 13 時 屋代地区公民館（定員15人）
※参考
　高畠町の一般廃棄物収集運搬許可業者
　•尾 形 興 業 ㈲　　　　南陽市宮内 2992 － 11　 　　☎（47）２５３７
　•㈲県南エコサービス　　南陽市鍋田 1934 － 7　　　　☎（43）４２４７
　•㈲高畠厚生社　　　　高畠町大字高畠 2437 － 20　 ☎（52）４７０３
　•㈲ 高 畠 清 掃　　　　高畠町大字高畠 2607 － 1　　☎（52）０２３５
　•㈲ 高 万 商 店　　　　高畠町大字高畠 2057　　　　☎（52）４３５４

　

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
、
エ
ア
コ

ン
な
ど
は
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
リ
サ
イ

ク
ル
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

処
分
方
法
は

　

①
購
入
し
た
電
気
店
に
回
収
を
依

頼
す
る
か
直
接
持
ち
込
む

　

②
郵
便
局
で
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券

を
購
入
し
、
米
沢
市
の
指
定
事

業
所
に
運
搬

　

③
高
畠
町
の
収
集
運
搬
の
許
可
を

持
っ
て
い
る
業
者
に
依
頼

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
処
分
方
法
で
も
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
は
国
が
定
め
て
い
る
た
め
費
用
が
か

か
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
収
集
運
搬
費
用

も
発
生
し
ま
す
。

　

今
回
の
回
収
に
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、

米
沢
市
の
指
定
事
業
所
ま
で
の
運
搬
料
金

　家庭からでるごみは、高畠町の許可をもっている業者でなければ回収することはできません。
　「無料回収」とチラシを配付して回収するのは違法です！回収業者が処罰されるだけでなく、
ごみを出した人も罰せられますのでご注意ください。

違法な不用品回収業者、無料回収業者にご注意ください

が
低
価
格
に
な
り
ま
す
。
使
わ
な
い
テ
レ

ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
こ

の
機
会
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
高
畠
町

環
境
衛
生
組
合
連
合
会
の
事
業
と
し
て
取

り
組
み
ま
す
。）

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品
を

回
収
し
ま
す

テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
な
ど

リ サ イ ク ル 料 金

①テレビ １, ７８５円～３, ７９５円

②冷蔵庫・冷凍庫 ３, ７８０円～５, ８６９円

③洗濯機・衣類乾燥機
２, ５２０円～３, ４４４円

④エアコン １, ５７５円～２, ６５６円

①～④はメーカーごと、①・②は大きさでも料金
が変わります。

▼期　　日／７月２０日㈯
　午前９時～ 12時

▼回収場所／役場南側駐車場

▼持 ち 物／リサイクル料金
運搬料５２５円（１品につき）

▼申し込み／不　要
　当日直接お持ちください

▼問合せ先／町生活環境課　☎（52）１５９６
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空き家となる要因

・所有者の転居
・所有者の死亡
・所有者の施設入所
・廃業
・相続放棄　
・その他

　老朽化等により腐
朽・破損し、現に危険
な状態にある建物が多
い。

空き家で生じる問題

・家屋の倒壊・落雪
・家屋の倒壊の恐れ
・家屋の破損、飛散
・草木の繁茂
・諸動物の巣等
・不特定者の侵入
・景観の悪化　　等

　放置状態が続くと一
層、腐朽・破損した状
況が高まり、火災の危
険や防犯上の問題発生
と近隣への悪影響

空き家等の適正管理に関する条例

町の責務
所有者等の適
正管理義務

町民等からの
情報提供

空き家等調査（実態調査・所有者の把握）
空き家台帳の整備　 　　　　　　　　　
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【1か月あたりの限度額と入院時の食事代】

70歳以上の方（後期高齢者医療被保険者の方を含む）

◎本人の保険証　◎印鑑

自　己　負　担　限　度　額 入院時の食事代
（一食あたり）課　　税　　区　　分 ３回目まで ４回目以降※2

住 民 税
課 税
世 帯

上位所得者※1 150,000円＋（実際の医療費－500,000円）×１％ 83,400円

２６０円

一　　　般 　80,100円＋（実際の医療費－267,000円）×１％ 44,400円

住 民 税 非 課 税 世 帯 35,400円 24,600円 ２１０円
（１６０円※３）

※１･･･ 基礎控除後の所得が６００万円を超える世帯
※２･･･ 過去１２か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の、４回目以降の限度額
※３･･･ 過去 1年間の入院日数が 91 日以上で、長期認定を受けた方

自　己　負　担　限　度　額 入院時の食事代
（一食あたり）課　　税　　区　　分 ３回目まで ４回目以降

住 民 税
課 税
世 帯

現役並み所得者※4 80,100円＋(実際の医療費－267,000円)×1% 44,400円

２６０円

一　　　般 44,400円

住 民 税
非 課 税
世 帯

低所得Ⅱ※5 24,600円 ２１０円
（１６０円※7）

低所得Ⅰ※6 15,000円 １００円

※４･･･ 同一世帯に課税所得 145 万円以上の所得がある 70 歳以上の国保被保険者もしくは後期高齢者医療被保険者が
           いる方
※５･･･ 住民税非課税世帯である方
※６･･･ 住民税非課税世帯であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
※７･･･ 過去 1年間の入院日数が 91 日以上で、長期認定を受けた方

医療給付に関するお知らせ

　８月から、国民健康保険高齢受給者証および後期高齢者医療被保険者証が新しくなります。新しい
受給者証と被保険者証は、７月中に郵送いたしますので、８月１日からお使いください。
　届きましたら、住所・氏名・生年月日・性別をご確認いただき、誤りや変更がある場合はご連絡く
ださい。

国民健康保険高齢受給者証 後期高齢者医療被保険者証

対象となる方
高畠町国民健康保険に加入している
70歳以上75歳未満の方

後期高齢者医療制度に加入している75歳以
上の方（65歳～74歳で一定の障がいがある方）

医療機関を
受診する際は

「国民健康保険証」と「高齢受給者証」の両
方を医療機関の窓口に提示してください。

「後期高齢者医療被保者証」を医療機関の
窓口に提示してください。

自己負担割合
２割（平成26年３月31日までは１割）
または３割（現役並み所得者）

１割
または３割（現役並み所得者）

そ の 他
　前年と自己負担割合が変わらない場合でも、新しい「国民健康保険高齢受給者証」と
「後期高齢者医療被保険者証」をお送りいたしますので、古い高齢受給者証等は破棄し
てください。今月中に届かない場合や、詳しい内容などはお問い合わせください。

２．医療費の自己負担の限度額について２．医療費の自己負担の限度額について
　医療保険には、医療機関へ支払う１か月あたりの限度額が設けてあります。
　医療機関の窓口へ「国民健康保険限度額適用認定証」等を提示することにより、一医療機関へ支払う医
療費（自己負担額）が限度額までとなります。必要な方は、あらかじめ認定証の交付申請をしてください。
※食事代、文書料等保険適用外のものは、自費扱いとなります。
※現在認定証をお持ちの方は、有効期限が平成25年７月31日となっています。８月以降も必要な場合は、
　再度手続きを行ってください。（更新手続きは８月から可能です）

◎国民健康保険証をお持ちの方で70歳未満の方
◎国民健康保険証をお持ちの方で70歳以上の住民税非課税世帯の方
◎後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、住民税非課税世帯の方　

【対象となる方】

【手続きに必要なもの】

70歳未満の方

▶このページに関する問合せ・手続き先／町町民課医療給付係　☎（52）１３２７

※平成26年７月31日までに75歳になられる方の高齢受給者証の有効期限は、平成26年７月31日ではなく
　75歳の誕生日の前日となり、75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

１．１．「「国民健康保険高齢受給者証」と「後期高齢者医療被保険者証」をお送りします国民健康保険高齢受給者証」と「後期高齢者医療被保険者証」をお送りします
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更新手続き更新手続き
重度心身障がい（児）者医療証重度心身障がい（児）者医療証

ひ と り 親 家 庭 等 医 療ひ と り 親 家 庭 等 医 療 証

重度心身障がい（児）者医療証重度心身障がい（児）者医療証

ひ と り 親 家 庭 等 医 療ひ と り 親 家 庭 等 医 療 証証
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